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１．制定の背景 

平成１６年１１月に民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関す

る法律（平成１６年法律第１４９号。以下「通則法」という。）が制定された。 

通則法において、個別法令の規定により書面等による保存が義務付けられている場合でも、

主務省令で定めるところにより電磁的記録による保存を容認することとしており、主務省令を

制定する必要があることから、今般、標記省令を制定するものである。 

 

２．本規則で規定する主な事項 

①対象範囲 

船員災害防止活動の促進に関する法律（昭和４２年法律第６１号）中、通則法の適用対象

となる保存及び交付等を規定する。 

 

②技術要件 

通則法の適用対象となる保存及び交付等を電磁的記録で行う際の電子化の方法及び必要な

技術要件 

 

３．省令案概要 

（１）保存の方法及び要件 

電磁的に「保存」を行う場合、作成された電磁的記録をそのままハードディスクやフロッ

ピーディスク、シー・ディー・ロム等に保存する方法又は書面に記載されている事項をスキ

ャナにより読み取って保存する方法によることを規定する。 

また、電磁的記録に記録された事項の見読性を確保するため、パソコンのディスクトップ

に表示又はプリンタにより書面を作成できる措置を規定する。 

（２）交付等の方法及び要件 

電磁的に「交付等」を行う場合、電磁的記録に記録されている事項をメールによって送信

する方法又はホームページからダウンロードする方法若しくはリムーバルディスクに記録し

て交付する方法によることを規定する。また、その際は、交付の相手方が利用できるファイ

ル（アプリケーション）でなければならないことを規定する。 

（３）交付等の承諾の要件 

電磁的に「交付等」を行う場合に必要とされている相手方の承諾をとるとき、本規則に規

定している交付の方法と電磁的記録に記録しているファイル名を相手方に示さなければなら

ないことを規定する。 

 

３．スケジュール 

  公布：平成１７年３月下旬（予定） 

施行：平成１７年４月１日（通則法施行の日） 


